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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　小径部及び大径部を有する段付のピストン、該ピストンの前進によって前記小径部によ
り加圧され第１の管路を介してホイールシリンダに接続される加圧室、前記ピストンの前
進によって前記大径部により加圧される供給室、及び、前記大径部のピストン後退側に形
成され第２の管路を介して前記ホイールシリンダに接続される圧力加算室、を有するマス
タシリンダと、
　前記第２の管路に設けられる開閉弁と、
吸込側が前記供給室に接続され、吐出側が前記第２の管路の前記圧力加算室と前記開閉弁
との間に接続されるポンプと、
　該ポンプの吸込側と前記第１の管路に接続する第３の管路との間に設けられ、前記供給
室の圧力に基づいて前記ポンプの吸込側と前記第３の管路とを連通、遮断する圧力制御弁
と、を備え、
　前記ピストンの前記加圧室に対する有効受圧面積を前記圧力加算室に対する有効受圧面
積より大きくし、
　前記圧力制御弁は、前記供給室の圧力が正圧のときに前記第３の管路を閉鎖し、前記供
給室の圧力が負圧のときに前記第３の管路を前記ポンプの吸込側に連通させ、
前記ポンプは、吸込により、前記ピストンの前進に伴って正圧になる前記供給室の圧力を
０に近づけるように減圧することを特徴とする液圧ブレーキ装置。
【請求項２】
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　前記開閉弁は、比例電磁弁であり、ブレーキペダルの操作時は開弁し、自動ブレーキの
作動時に半閉状態に制御されることを特徴とする請求項１に記載の液圧ブレーキ装置。
【請求項３】
　前記供給室に接続する蓄圧手段を設けたことを特徴とする請求項１または２に記載の液
圧ブレーキ装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【産業上の利用分野】
本発明は、倍力制御及び自動ブレーキ制御を可能にした液圧ブレーキ装置に関するもので
ある。
【０００２】
【従来の技術】
従来の自動車用液圧ブレーキ装置について、図10及び図11を参照して説明する。図10に示
す液圧ブレーキ装置1は、最も簡単な構成で自動ブレーキ作動機能を設けた例である。図1
0を参照すると、マスタシリンダ2内に、大径のピストン3が摺動可能に嵌装され、ピスト
ン3に一体的に連結された小径のロッド部4が外部へ延出されて、マスタシリンダ2内に加
圧室5と圧力加算室6の2室が形成されている。ロッド部4には、ブレーキペダル7が連結さ
れ、加圧室5には、戻しばね8が設けられている。
【０００３】
加圧室5は、ホイールシリンダ9に接続され、また、リザーバポート10を介してリザーバ11
に接続されている。圧力加算室6は、ポンプ12を介してリザーバ11に接続されて、ポンプ1
2の吐出圧力によって加圧されるようになっている。圧力加算室6とリザーバ11との間には
、ポンプ12と並列に電磁式圧力制御弁13が設けられている。
【０００４】
液圧ブレーキ装置1の作動について、次に説明する。通常の運転者による操作力のみの場
合、ブレーキペダル7が操作力Fで踏みこまれて、戻しばね8のばね力Fkに抗してピストン3
が前進すると、リザーバポート10が閉じて、加圧室5が加圧されて、その圧力がホイール
シリンダ9に作用する。このとき、加圧室5の圧力Paは、ピストン3の加圧室5に対する受圧
面積をSaとすると、
Pa＝(F－Fk)／Sa
となる。
【０００５】
運転者による操作のない自動ブレーキ制御の場合、ポンプ12を起動させ、圧力加算室6を
加圧して、戻しばね8のばね力に抗してピストン3を前進させて加圧室5を加圧する。圧力
加算室6の圧力は、電磁式圧力制御弁13によってポンプ12の吐出圧力を調整することによ
って制御する。このとき、加圧室5の圧力Paは、ピストン3の圧力加算室6に対する有効受
圧面積をSc、ポンプ12の吐出圧力をPcすると、
Pa＝(Sc×Pc－Fk)／Sa
となる。
【０００６】
運転者による操作力と自動ブレーキによる操作力が同時に作用する場合は、これらを加え
て、
Pa＝(F＋Sc×Pc－Fk)／Sa
とすることができる。あるいは、加圧室5の圧力を圧力センサによって検知し、または、
車両減速度を加速度センサによって検知して、自動ブレーキによる目標圧力または目標減
速度を超えないように、ポンプ12の吐出圧力を調整することによって、運転者による操作
力または自動ブレーキによる操作力の大きい方の要求圧力をホイールシリンダ9へ供給す
ることにより、運転者によるブレーキ操作の違和感を軽減することができる。
【０００７】
また、加圧室5及び圧力加算室6の両方の圧力を圧力センサによって検知し、
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F＝Sa×Pa－Sc×Pc＋Fk
により、操作力Fを算出し、倍力比をαとして、
Pa＝α×F／Sa
となるように、電磁式圧力制御弁13によってポンプ12の吐出圧力を調整して、圧力加算室
6の圧力Pcを制御することにより、倍力制御を行なうことも可能である。
【０００８】
しかしながら、このようにして倍力制御を行なう場合、高価な圧力センサを2個使用する
必要があり、また、2つの圧力センサの出力に基づいて操作力Fを計算するため、精度を高
めることが困難であるという問題を伴う。
【０００９】
　一方、図11に示す自動車用液圧ブレーキ装置は、簡単な構造で倍力制御を可能とした例
である。なお、図10に示すものと同様の部分については、同一の符号を付して説明する。
図11を参照すると、マスタシリンダ14内に、小径部15及び大径部16を有する段付のピスト
ン17が摺動可能に嵌装されて、加圧室18と供給室19の2室が形成されている。ピストン17
には、ロッド部20が連結されて、マスタシリンダ14の外部へ延出されており、ロッド部20
には、ブレーキペダル7が連結されている。加圧室18には、戻しばね8が設けられている。
【００１０】
加圧室18は、ホイールシリンダ9に接続され、また、ポート21を介して供給室19に連通さ
れている。供給室19は、リザーバポート22を介してリザーバ11に接続されている。また、
供給室19は、ポンプ23の吸込側に接続され、ポンプ23の吐出側は、ホイールシリンダ9に
接続されている。ポンプ23の吸込側と吐出側とは、パイロット型の圧力制御弁24を介して
接続されている。圧力制御弁24は、ポンプ23の吸込側、すなわち、供給室19の圧力がほぼ
0より高いとき閉じ、低いとき開くようになっている。
【００１１】
液圧ブレーキ装置14の作動について、次に説明する。ブレーキペダル7が操作力Fで踏みこ
まれて、戻しばね8のばね力Fkに抗してピストン17が前進すると、ポート21及びリザーバ
ポート22が閉じて、加圧室18、供給室19及びホイールシリンダ9によって閉じた空間が形
成され、これ以後は、ピストン17のストロークに応じてホイールシリンダ9への供給液量
が決定される。
【００１２】
ピストン17の前進によって、加圧室18及び供給室19が加圧されて、ホイールシリンダ9へ
ブレーキ液が供給され、同時に、ポンプ23の起動によって、供給室19から加圧室18へブレ
ーキ液が供給される。このとき、ピストン17の小径部15の加圧室18に対する有効受圧面積
をSa、大径部16の供給室19に対する有効受圧面積をSb、加圧室18の圧力をPa、供給室19の
圧力をPbとすると、ピストン17に作用する力のバランスから次式が成立つ。
F＝Sa×Pa＋Sb×Pb＋Fk　▲１▼
【００１３】
ここで、供給室19は、その圧力が正圧になると、圧力制御弁24が閉じて、ポンプ23の吸込
によって減圧され、その圧力がほぼ0になると、圧力制御弁24が開いて、ポンプ23がアン
ロードされるので、その圧力がほぼ0になる。したがって、▲１▼式において、Pb＝0とす
ると、加圧室18の圧力Paは、
Pa＝(F－Fk)／Sa
となる。一方、ポンプ23及び圧力制御弁24がなく、ホイールシリンダ9をピストン17によ
って直接加圧する場合の加圧室18の圧力Pa´は、
Pa´＝(F－Fk)／(Sa＋Sb)
であるから、倍力比αは、
α＝Pa／Pa´＝(Sa＋Sb)／Sa
となり、倍力制御を行なうことができる。なお、ホイールシリンダ9へのブレーキ液の供
給量は、ピストン17のストロークをLとすると、
(Sa＋Sb)×L
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である。このようにして、倍力制御を行なうブレーキシステムは、例えば独国特許第1971
6404号に記載されている。
【００１４】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、図11に示す従来例では、非制動時(ブレーキペダル7に運転者による操作力
が作用していない状態）においては、加圧室18及び供給室19が共にリザーバ11に連通され
ており、ポンプによってピストンに推力を作用させることができないことから、トラクシ
ョン制御等の自動ブレーキ制御を行なうことができないという問題がある。
【００１５】
本発明は、上記の点に鑑みてなされたものであり、簡単な構造で倍力制御及び自動ブレー
キ制御を行なうことができる液圧ブレーキ装置を提供することを目的とする。
【００１６】
【課題を解決するための手段】
　上記の課題を解決するために、本発明の液圧ブレーキ装置は、小径部及び大径部を有す
る段付のピストン、該ピストンの前進によって前記小径部により加圧され第１の管路を介
してホイールシリンダに接続される加圧室、前記ピストンの前進によって前記大径部によ
り加圧される供給室、及び、前記大径部のピストン後退側に形成され第２の管路を介して
前記ホイールシリンダに接続される圧力加算室、を有するマスタシリンダと、
　前記第２の管路に設けられる開閉弁と、
吸込側が前記供給室に接続され、吐出側が前記第２の管路の前記圧力加算室と前記開閉弁
との間に接続されるポンプと、
　該ポンプの吸込側と前記第１の管路に接続する第３の管路との間に設けられ、前記供給
室の圧力に基づいて前記ポンプの吸込側と前記第３の管路とを連通、遮断する圧力制御弁
と、を備え、
　前記ピストンの前記加圧室に対する有効受圧面積を前記圧力加算室に対する有効受圧面
積より大きくし、
　前記圧力制御弁は、前記供給室の圧力が正圧のときに前記第３の管路を閉鎖し、前記供
給室の圧力が負圧のときに前記第３の管路を前記ポンプの吸込側に連通させ、
前記ポンプは、吸込により、前記ピストンの前進に伴って正圧になる前記供給室の圧力を
０に近づけるように減圧することを特徴とする。
　このように構成したことにより、ピストンに対する操作力に応じてポンプによってホイ
ールシリンダに接続された加圧室及び圧力加算室を加圧して倍力制御を行うことができ、
このとき、ピストンの加圧室に対する有効受圧面積と圧力加算室に対する有効受圧面積と
の差によって、倍力比が決定される。また、開閉弁を閉じると、ポンプの加圧によって、
圧力加算室の圧力が加圧室の圧力よりも高くなり、ピストンが前進して自動ブレーキが作
動する。
【００１７】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施形態を図面に基づいて詳細に説明する。
本発明の第1実施形態について図1を参照して説明する。図1に示すように、第1実施形態の
液圧ブレーキ装置25は、マスタシリンダ26内に、先端の小径部27、中央の大径部28及び基
端のロッド部29を有する段付のピストン30が摺動可能に嵌装されて、加圧室31、供給室32
及び圧力加算室33の3室が形成されている。ロッド部29は、小径部27より大径、かつ、大
径部28より小径で、マスタシリンダ26の外部へ延出された端部に、ブレーキペダル34が連
結されている。ピストン30の小径部27の加圧室31に対する有効受圧面積Sa、大径部28の供
給室32に対する有効受圧面積Sb及び大径部28の圧力加算室33に対する有効受圧面積Scの関
係は、Sa＞ScかつSb＞Scとなっている。加圧室31内には、戻しばね35が設けられている。
【００１８】
　加圧室31は、リザーバポート36を介してリザーバRに接続されている。リザーバポート3
6は、ピストン30が非制動位置にあるとき開き、制動が開始されてピストン30が前進する
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と、小径部27によって閉じられるように配置されている。また、加圧室31は、管路37（第
１の管路）を介してホイールシリンダ38に接続されている。
【００１９】
　圧力加算室33は、管路39（第２の管路）を介してホイールシリンダ38に接続されている
。管路39には、比例電磁弁40(開閉弁)が設けられている。比例電磁弁40は、プッシュ型リ
ニアソレノイドを備えたポペット構造の常開の電磁弁であって、通電電流に応じてその開
度を調整できるようになっている。
【００２０】
　供給室32は、圧力制御弁42を介してポンプ41の吸込側に接続され、ポンプ41の吐出側は
、管路39の圧力加算室33と比例電磁弁40との間に接続されている。ポンプ41は、通常は、
停止されており、ブレーキペダル34の操作または後述の自動ブレーキの作動に連動して起
動するようになっている。圧力制御弁42は、管路43（第３の管路）によって管路37に接続
され、また、管路44によってリザーバRに接続されている。圧力制御弁42は、スプール式
のパイロット型圧力制御弁であり、供給室32及びリザーバRの圧力を導入して、供給室32
の圧力が、正圧の場合は、管路43を閉鎖して、供給室32側のブレーキ液をポンプ41によっ
て管路39側へ吐出させ、供給室32の圧力が負圧の場合は、管路43をポンプ41の吸込側に連
通させて、ポンプ41をアンロードすることにより、供給室32の圧力をほぼ0に保つように
している（0に近づけるように調整している）。圧力制御弁42は、上記の機能を有するも
のであれば、他の形式のものでもよく、例えば、差圧検出ピストンを有するポペット形式
のものとすることもできる。
【００２１】
以上のように構成した、本実施形態の作用について、次に説明する。通常は、比例電磁弁
40を全開とする。ブレーキペダル34が操作力Fで踏みこまれて、戻しばね35のばね力Fkに
抗してピストン30が前進すると、小径部27によってリザーバポート36が閉じる。ポンプ41
が起動すると、比例電磁弁40が開いているので、ポンプ41の吐出圧力によって、管路39及
び管路37を介して、加圧室31、ホイールシリンダ38及び圧力加算室33が等しく加圧される
。
【００２２】
　このとき、加圧室31の圧力をPa、供給室32の圧力をPb、圧力加算室33の圧力をPcとする
と、ピストン30に作用する力のバランスから次式が成立つ。
　F＝Sａ×Pa＋Sb×Pb－Sc×Pc＋Fk　(2)
ここで、供給室32は、その圧力が正圧になると、圧力制御弁42が管路43を閉じるので、ポ
ンプ23の吸込によって減圧され、その圧力がほぼ0になると、圧力制御弁42が管路43を吸
込側に連通させてポンプ41をアンロードするので、その圧力がほぼ0となる。また、ポン
プ41は、加圧室31及び圧力加算室33を等しく加圧する。しがって、(2)式において、Pb＝0
、Pa＝Pcとすると、
　Pa＝(F－Fk)／(Sａ－Sc)
となる。一方、ポンプ41を作動させず、ホイールシリンダ38をピストン30によって直接加
圧する場合の加圧室31の圧力Pa´は、Pa＝Pb＝Pcから、
　Pa´＝(F－Fk)／(Sａ＋Sb－Sc)
であるから、倍力比αは、
　α＝Pa／Pa´＝(Sａ＋Sb－Sc)／(Sａ－Sc)
となり、倍力制御を行なうことができる。このとき、ブレーキペダル34への反力Fは、
　F＝(Sａ－Sc)×Pa＋Fk
となる。また、ホイールシリンダ38へのブレーキ液の供給量は、ピストン30のストローク
をLとすると、
　(Sａ＋Sb－Sc)×L
であり、Sａ＋Sb－Scは、ピストン30のロッド部29の断面積に等しい。なお、ポンプ41の
故障等によって倍力機能が失われた場合にも、加圧室31、供給室32及び圧力加算室33の協
働によって、上記圧力Pa´が得られるので、制動力を確保することができる。
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【００２３】
次に、自動ブレーキの作動について説明する。自動ブレーキとして作動させる場合は、ポ
ンプ41を起動するとともに、比例電磁弁40を半閉状態にして、圧力加算室33を加圧する。
圧力加算室33の圧力Pcが上昇して、Sc×Pc＞Fkになると、ピストン30が前進して、リザー
バポート36を閉じる。これ以後は、上記倍力制御時と同様、ポンプ41及び圧力制御弁42の
作動によって、Pb＝0となるから、加圧室31の圧力Paは、
Pa＝(Sc×Pc－Fk)／Sa
となる。比例電磁弁40への通電電流を圧力加算室33と加圧室31との差圧
ΔP＝Pc－Pa＝(Sa／Sc－1)×Pa＋Fk／Sc
に対応した電流値にすれば、目標のホイールシリンダ圧力Paが得られる。Sa＞Scであるか
ら、ΔPは、常に正であり、ホイールシリンダ圧力Paは、比例電磁弁40への通電電流の増
加に対して、定数1／(Sa／Sc－1)で直線的に増大する。このとき、ホイールシリンダ38へ
のブレーキ液の供給量は、上記倍力制御時と同様である。
【００２４】
自動ブレーキ作動時には、供給室32から圧力加算室33へブレーキ液を供給するので、上記
倍力制御時と同様に制御するためには、Sb＞Scであることが望ましいが、圧力制御弁42を
供給室32の圧力Pbが0のとき、加圧室31側から供給室32側へブレーキ液が流れるように構
成すれば、Sb＜Scでも圧力加算室33を加圧することが可能となる。
【００２５】
次に、本発明の第2実施形態について、図2を参照して説明する。第2実施形態は、上記第1
実施形態に対して、マスタシリンダをタンデム化して2系統とし、各系統に2つのホイール
シリンダを設けたものであるから、以下、上記第1実施形態と同様の部分については同一
の符号を付して異なる部分についてのみ詳細に説明する。
【００２６】
図2に示すように、第2実施形態の液圧ブレーキ装置45では、マスタシリンダ46は、セカン
ダリピストン47及びその戻しばね48が挿入されてタンデム化されて、第2加圧室49が形成
されている。第2加圧室49は、リザーバポート50を介して、リザーバRに接続され、また、
第2加圧室49は、管路51を介して、2つのホイールシリンダ52に接続されている。
【００２７】
ピストン30は、大径部28の供給室32に対する有効受圧面積Sbと圧力加算室33に対する有効
受圧面積Scとを等しくして、Sa＋Sb－Sc＝Saとなるようにしてある。また、セカンダリピ
ストン47は、ピストン30(プライマリピストン)の小径部27と径を同一にしている。
【００２８】
このように構成したことにより、加圧室31が加圧されると、セカンダリピストン47を介し
て第2加圧室49も同様に加圧されて、ホイールシリンダ52がホイールシリンダ38と同様に
加圧されて制動力を発生させる。このとき、ピストン30の小径部27とセカンダリピストン
47とを同径としたことにより、加圧室31と第2加圧室49との吐出量が等しくなる。また、
シリンダ部の段差が少なくなり、加工及び組立を容易に行なうことができる。なお、プラ
イマリ側とセカンダリ側で異なる吐出量が必要な場合には、Sb＜Scとして、ロッド部29の
径を大きくすることにより、プライマリ側の吐出量を大きくすることができる。
【００２９】
次に、本発明の第3実施形態について、図3を参照して説明する。なお、第3実施形態は、
上記第1実施形態に対して、ホイールシリンダを2個設け、さらに、ＡＢＳ(アンチロック
ブレーキシステム)を設けたものであるから、以下、上記第1実施形態と同様の部分につい
ては同一の符号を付して異なる部分についてのみ詳細に説明する。
【００３０】
　図3に示すように、第3実施形態の液圧ブレーキ装置53では、加圧室31に連通する管路37
には、2つのホイールシリンダ38が接続されている。管路37には、それぞれのホイールシ
リンダ38に対して、増圧弁54(常開の電磁開閉弁)と、加圧室31側からホイールシリンダ側
への流れのみを許容する逆止弁55とが並列に配置されている。また、各ホイールシリンダ
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38は、管路56によって減圧弁57(常閉の電磁開閉弁)を介して、アキュムレータ58に接続さ
れており、アキュムレータ58は、逆止弁59を介してポンプ41の吸込側に接続されている。
逆止弁59は、アキュムレータ58側からポンプ41側への流れのみを許容するものである。
【００３１】
このように構成したことにより、上記第1実施形態のものと同様、倍力制御及び自動ブレ
ーキ制御を行うことができる。
【００３２】
また、ＡＢＳの作動は、ホイールシリンダ38によって発生した制動力が路面タイヤ間の摩
擦力よりも大きくなり、タイヤがロックしたとき、常開の増圧弁54を閉じ、常閉の減圧弁
57を開く。これにより、ホイールシリンダ38へのブレーキ液の供給が停止され、ホイール
シリンダ38内の加圧されたブレーキ液がアキュムレータ58へ流出されて、ホイールシリン
ダ38の圧力が低下して、タイヤのロックが解消される。その後、減圧弁57を閉じ、増圧弁
54を開くと、ポンプ41は運転されているので、アキュムレータ58に蓄えられたブレーキ液
は、逆止弁59を介してポンプ41によって吐出されて、ホイールシリンダ38を再度加圧する
。
【００３３】
次に、本発明の第4実施形態について、図4を参照して説明する。なお、第4実施形態は、
上記第2実施形態のものに、上記第3実施形態のものと同様のＡＢＳを組込んだものである
から、以下、上記第2及び第3実施形態に対して、同様の部分については同一の符号を付し
て異なる部分についてのみ詳細に説明する。
【００３４】
図4に示すように、第4実施形態の液圧ブレーキ装置60では、第2加圧室49に連通する管路5
1には、それぞれのホイールシリンダ52に対して、増圧弁61(常開の電磁開閉弁)と、第2加
圧室49側からホイールシリンダ52側への流れのみを許容する逆止弁62とが並列に配置され
ている。また、各ホイールシリンダ52は、管路63によって減圧弁64(常閉の電磁開閉弁)を
介して、アキュムレータ65に接続されている。アキュムレータ65は、絞り66を介してリタ
ーン用のポンプ67の吸込側に接続されている。ポンプ67の吐出側は、逆止弁68を介して管
路51に接続されている。逆止弁68は、ポンプ67側から管路51側への流れのみを許容するも
のである。ポンプ67には、ＡＢＳ作動時にホイールシリンダ52を再加圧する際、アキュム
レータ65の圧力がほぼ0になるように吐出量を制御する圧力制御弁69が設けられている。
プライマリ側のポンプ41とセカンダリ側のポンプ67とは、共通のモータ70によって駆動さ
れる。絞り66及びプライマリ側の管路56に設けられた絞り71は、ＡＢＳ作動時に、アキュ
ムレータ58、65からポンプ41、67の吸込側へのブレーキ液の急激な移動を防止するための
ものである。
【００３５】
このように構成したことにより、上記第2及び第3実施形態と同様に、2系統のホイールシ
リンダにブレーキ液を供給して、倍力制御、自動ブレーキ制御及びアンチロックブレーキ
制御を行なうことができる。
【００３６】
次に、本発明の第5実施形態について、図5を参照して説明する。なお、第5実施形態は、
上記第3実施形態の液圧ブレーキ装置を並列に配置して、2系統としたものであるから、上
記第3実施形態のものと同様の部分については同一の符号付して異なる部分についてのみ
詳細に説明する。
【００３７】
図5に示すように、第5実施形態の液圧ブレーキ装置72では、上記第3実施形態と同様の2つ
のマスタシリンダ26を並列に配置し、それぞれのピストン30のロッド部29に、ガイド73に
よって進退動可能に案内されたレバー74を介してブレーキペダル34が連結されており、ブ
レーキペダル34の操作力Fが1／2ずつに分割されて、それぞれのピストン30に伝達される
ようになっている。また、各系統のポンプ41は、共通のモータ75によって駆動されるよう
になっている。
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【００３８】
このように構成したことにより、2系統のホイールシリンダに対して、上記第3実施形態と
同様、倍力制御、自動ブレーキ制御及びアンチロックブレーキ制御を行なうことができる
。このとき、一方の系統が失陥した場合でも、他方の系統によって必要な制動力を確保す
ることができる。
【００３９】
次に、本発明の第6実施形態について、図6を参照して説明する。なお、第6実施形態は、
上記第1実施形態のピストンにアキュムレータを組込んだものであるから、図1に示す第1
実施形態のものと同様の部分には同一の符号を付して異なる部分についてのみ詳細に説明
する。
【００４０】
図6に示すように、第6実施形態の液圧ブレーキ装置76では、ピストン30の小径部27にアキ
ュムレータ77(蓄圧手段)が内蔵されている。アキュムレータ77は、小径部27内に形成され
たシリンダボア78内に、フリーピストン79が摺動可能に嵌装され、フリーピストン79によ
ってシリンダボア78内が油室78A、78Bの2室に画成されている。油室78Aは、油路80を介し
て供給室32に連通されており、油室78Bは、油路81および油路82を介してリザーバRに連通
されている。フリーピストン79は、通常は、油室78B内に設けられた戻しばね83のばね力
によって、シリンダボア78の油室78A側の端部に当接されている。
【００４１】
このように構成したことにより、上記第1実施形態と同様、倍力制御および自動ブレーキ
制御を行うことができる。
この場合、ポンプ41は、ブレーキペダル34の操作に連動して起動するため、ブレーキペダ
ル34が踏込まれてからポンプ41の吐出量が必要な規定値に達するまでには、0.1ないし0.2
秒程度の時間がかかる。このため、上記第1実施形態では、制動初期において、ポンプ41
の吐出量が不足して、供給室32の圧力が0に保持されず、一時的に昇圧される。このとき
、供給室32の圧力Pbが大径部28の有効受圧面積Sbに作用して、ピストン30に反力Pb×Sbが
生じるため、ピストン30の移動量が不足して、加圧室31および圧力加算室33の昇圧が遅れ
るとともに、ブレーキペダル34の反力が増大してブレーキ操作感が悪化する。
【００４２】
本実施形態の液圧ブレーキ装置76では、このとき、アキュムレータ77のフリーピストン79
が後退して、供給室32内のブレーキ液が油室78Aに流入することによって圧力の上昇が緩
和される。フリーピストン79の背面側の油室78Bは、リザーバRに連通されているので、供
給室32の圧力は、リザーバRとほぼ同圧に保持されて、ピストン30の反力の増大を軽減す
ることができ、ブレーキ操作感を改善することができる。
【００４３】
その後、ポンプ41の吐出量が必要な規定値に達すると、供給室32のブレーキ液がポンプ41
によって、供給室31および圧力加算室33に移送されて、アキュムレータ77のフリーピスト
ン79が原位置に復帰し、倍力制御の圧力バランス状態、すなわち、次式
Pa＝(F－Fk)／(Sa－Sc)
が成立つ状態となる。このようにして、制動初期におけるブレーキペダル34への反力の増
大を軽減してブレーキ操作感を向上させることができる。また、アキュムレータ77をピス
トン37に内蔵したことにより、マスタシリンダ26の小型化を図ることができる。
【００４４】
一方、自動ブレーキ作動時には、ポンプ41の起動によって、供給室32が減圧されても、フ
リーピストン79がシリンダボア78の端部に当接して移動せず、アキュムレータ77は作動し
ないので、上記第1実施例と同様に自動ブレーキ制御を実行することができる。
【００４５】
次に、本発明の第7実施形態について、図7を参照して説明する。なお、第7実施形態の液
圧ブレーキ装置は、上記第6実施形態に対して、ピストンに内蔵されたアキュムレータの
構造が異なる以外は、概して同様の構造であるから、ピストンのみを図示し、図6に示す
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第6実施形態と同様の部分には同一の符号を付して、異なる部分についてのみ詳細に説明
する。
【００４６】
図7に示すように、第7実施形態に係る液圧ブレーキ装置のピストン30に内蔵されたアキュ
ムレータ84(蓄圧手段)は、大径部28を通して形成されたシリンダボア85内に、フリーピス
トン86が摺動可能に嵌装されており、フリーピストン86によってシリンダボア85内が油室
85A、85Bの2室に画成されている。油室85Aは、油路87を介して供給室32に連通されており
、油室85Bは、油路88を介して圧力加算室33に連通されている。フリーピストン86は、油
室85B内に設けられた戻しばね89のばね力によって、通常、シリンダボア85の油室85A側の
端部に当接されている。
【００４７】
このように構成したことにより、制動初期において、供給室32が加圧されて加圧室31およ
び圧力加算室33よりも高圧になると、アキュムレータ84のフリーピストン86が後退して、
供給室32内のブレーキ液が油室85Aに流入することによって圧力の上昇が緩和される。フ
リーピストン86の背面側の油室85Bは、圧力加算室33(加圧室33と同圧)に連通されている
ので、供給室32の圧力は、加圧室31および圧力加算室33とほぼ同圧に維持されて、ピスト
ン30への反力の増大を軽減することができ、上記第6実施形態と同様、ブレーキ操作感を
改善することができる。その後、ポンプの吐出量が必要な規定値に達すると、上記第6実
施形態と同様、供給室32が減圧されて、所定の圧力バランスの下で倍力制御を実行するこ
とができる。
【００４８】
この場合、供給室32の圧力は、加圧室31および圧力加算室33とほぼ同圧となり、リザーバ
Rと同圧となる上記第6実施形態の場合よりも高圧となるので、上記第6実施形態よりも、
ややブレーキ反力の軽減効果が小さくなる。
【００４９】
自動ブレーキ作動時には、ポンプ41の起動によって、供給室32が減圧されても、フリーピ
ストン86がシリンダボア85の端部に当接して移動せず、アキュムレータ84は作動しないの
で、上記第6実施例と同様に自動ブレーキ制御を実行することができる。
【００５０】
なお、上記第6および第7本実施形態では、アキュムレータをピストンに内蔵したものにつ
いて説明しているが、このほか、マスシリンダの外部にアキュムレータを配置して、供給
室、リザーバおよび圧力加算室に接続するように構成することもできる。
【００５１】
次に、本発明の第８実施形態について、図8を参照して説明する。なお、第8実施形態は、
上記第1実施形態のピストンの大径部に、上記第7実施形態のアキュムレータとしての機能
を組込んだものであるから、上記第1および第7実施形態のものと同様の部分には同一の符
号を付して、異なる部分についてのみ詳細に説明する。
【００５２】
第8実施形態の液圧ブレーキ装置90では、供給室32と圧力加算室33とを画成するピストン3
0の大径部91(ピストン部)は、小径部27を摺動可能に挿通させた環状部材からなり、小径
部27およびロッド部29に対して、軸方向に沿って移動可能に支持されている。ピストン30
の小径部27には、大径部91に当接するストッパ92が取付けられており、大径部28は、大径
部28とロッド部29の肩部との間に設けられた皿ばね93のばね力によって、通常、ストッパ
92に当接されている。
【００５３】
このように構成したことにより、制動初期において、供給室30が加圧されると、大径部91
は、皿ばね93のばね力に抗して後退することにより、アキュムレータとして作用して供給
室30の圧力の上昇を緩和する。これにより、上記第7実施形態と同様の作用、効果を奏す
ることができる。
【００５４】
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施形態の液圧ブレーキ装置94は、上記第2実施形態のタンデム型の液圧ブレーキ装置にお
いて、ピストンの大径部に、上記第8実施形態と同様のアキュムレータとしての機能を組
込んだものである。図9においては、上記第2および第8実施形態のものと同様の部分には
同一の符号を付してある。なお、上記第8実施形態では、大径部91を付勢するばねとして
、皿ばね93を用いているのに対して、本実施形態では、コイルばね95を使用している。
【００５５】
このように構成したことにより、上記第2実施形態のタンデム型の液圧ブレーキ装置にお
いて、上記第8実施形態と同様の作用、効果を奏することができる。
【００５６】
【発明の効果】
　以上詳述したように、本発明の液圧ブレーキ装置によれば、ピストンに対する操作力に
応じてポンプによってホイールシリンダに接続された加圧室及び圧力加算室を加圧して倍
力制御を行うことができ、このとき、ピストンの加圧室に対する有効受圧面積と圧力加算
室に対する有効受圧面積との差によって、倍力比を決定することができる。
　また、開閉弁を閉じることにより、ポンプの加圧によって、圧力加算室の圧力を加圧室
の圧力よりも高くすることができ、これにより、ピストンを前進させて自動ブレーキを作
動させることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第1実施形態に係る液圧ブレーキ装置を示す回路図である。
【図２】本発明の第2実施形態に係る液圧ブレーキ装置を示す回路図である。
【図３】本発明の第3実施形態に係る液圧ブレーキ装置を示す回路図である。
【図４】本発明の第4実施形態に係る液圧ブレーキ装置を示す回路図である。
【図５】本発明の第5実施形態に係る液圧ブレーキ装置を示す回路図である。
【図６】本発明の第6実施形態に係る液圧ブレーキ装置を示す回路図である。
【図７】本発明の第7実施形態に係る液圧ブレーキ装置のピストンの概略構成を示す縦断
面図である。
【図８】本発明の第8実施形態に係る液圧ブレーキ装置を示す回路図である。
【図９】本発明の第9実施形態に係る液圧ブレーキ装置を示す回路図である。
【図１０】自動ブレーキ機能を有する従来の液圧ブレーキ装置を示す回路図である。
【図１１】倍力制御機能を有する従来の液圧ブレーキ装置を示す回路図である。
【符号の説明】
25,45,53,60,72,76,90,94　液圧ブレーキ装置
26　マスタシリンダ
30　ピストン
31　加圧室
32　供給室
33　圧力加算室
38,52　ホイールシリンダ
41　ポンプ
42　圧力制御弁
40　比例電磁弁(開閉弁)
77,84　アキュムレータ(蓄圧手段)
91　大径部(ピストン部)
R　リザーバ
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